
条件付一般競争入札の公告兼入札説明書 

（事後審査方式） 

 

 令和４年度農地耕作条件改善事業（多比良地区）測量設計業務委託に係る一般競争入札

について公告します。 

 なお、この入札の実施については、関係法令に定めるもののほか、この説明書によるも

のとします。 

 

   令和５年 3 月 13 日 

 

               ジャパンキウイ株式会社 代表取締役 小林 潤也 

 

１．入札担当者 

  〒141-0031 

  東京都品川区西五反田１－１３－７ マルキビル１０１ 

  株式会社日本農業内 小林 潤也  

  電話番号：０３－６４３１－８６１４ 

 

２．委託業務の内容 

（１）委託業務名 

   令和４年度農地耕作条件改善事業（多比良地区）測量設計業務委託 

（２）業務の場所 

   群馬県高崎市吉井町多比良地内 

（３）業務の概要 

   起業地の測量 10.7ha、樹園地造成工、果樹棚工、防獣対策柵工及び苗木定植工等の

農地整備実施設計並びに工事費の積算 

   詳細は仕様書のとおり。現場説明会は行わない。 

（４）業務委託期間 

   契約締結の日から令和５年 4 月 30 日まで 

 

３．入札参加資格 

  この公告の条件付一般競争入札（事後審査方式）に参加できる者は、群馬県財務規則（平 

成３年群馬県規則第 18 号。以下「規則」という。）第 170 条の２第３項の規定により作

成された令和４・５年度の建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等入札参加者資格

者名簿（以下「資格者名簿」という。）に搭載されている者のうち、次に掲げる条件を満

たしている者とする。 



（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規程に該当しない者で

あること。 

（２）入札公告の日から入札日までの間において、規則第 170 条第２項に規定する入札の

参加制限を受けていない者であること。 

（３）公告日から入札日までの間において、群馬県及び高崎市から指名停止を受けていない  

者であること。 

（４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てを行っている

者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てを行って

いる者でないこと。 

（５）資格者名簿において、群馬県内に本店があり、過去に同種の農地整備の測量設計の実

績があること。 

 

４．入札参加資格確認申請書の提出期間及び提出方法 

（１）申請書の様式 別記様式１による。 

（２）提出期間 入札公告の日の午前 10 時から令和５年 3 月 24 日（金）午後 14 時まで 

（３）提出方法 １．に記載する入札担当者あて郵送または持参。持参の場合は、提出期間  

（土曜日、日曜日及び祝日を除く）内の午前 9 時から午後 17 時の間に持参すること。 

 

５．入札執行の日時及び入札方法等 

（１）入札書提出開始日時 令和 5 年 3 月 13 日（月）午前 10 時から 

（２）入札書提出締切日時 令和 5 年 3 月 24 日（金）午後 14 時まで 

   ただし、（１）から（２）の期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

（３）入札書の様式 

   別記様式２による。入札書は、自己の税込見積額から消費税額及び地方消費税額を控   

除した金額を記載すること｡ 

（４）提出方法 

   １．に記載する入札担当者へ持参、提出のこと。なお、代表者でない者が入札書を提   

出する場合には、別記様式３による委任状をあわせて提出すること。 

（５）開札予定日時 令和 5 年 3 月 24 日（金）午後 14 時 

（６）開札場所 

   東京都品川区西五反田１－１３－７ マルキビル１０１ 株式会社日本農業内会議

室 

（７）開札への立ち会い 

   立ち会いを希望する場合は、入札書の提出にあわせて別記様式４による入札立ち会

い   申出書を提出すること。 

（８）入札保証金 免除する 



 

 

６．入札の無効 

（１）次の各号の一に該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。 

  ① 入札に際し、不正の行為があったとき 

  ② 入札参加資格確認申請書及びその添付資料に虚偽の記載を行った者の入札 

  ③ 入札者が同一の入札について２以上の入札書を提出したとき 

  ④ その他、入札に関する条件に違反したとき。 

（２）無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 

 

７．落札候補者の決定方法 

（１）予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行った者のうち、  

入札金額が最も低い者を落札候補者とする。 

（２）入札金額が最も低い者が二者以上いるときは、くじ引きにより決定する。 

 

８．落札者の決定 

  落札候補者の入札参加資格の審査を行い、審査の結果、入札参加資格があることが確認 

できれば、その者を落札者と決定し、電話および落札者決定通知書により通知する。 

  また、この入札結果は、株式会社日本農業ホームページにより公表する。 

 

9．支払条件 

  支払条件については、契約締結時までに落札者との協議の上決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


